
安定経営に向けた取り組み 

 

①地域包括ケア病床の確保 （７年度中） 

   １３０床の内、８床を転換する 

   （３階混合病棟 ２人部屋×４室） 

    ※地域包括ケア病床 急性期を終え回復期へ移行した患者を受入れ、 

              在宅へ戻れるための治療及び支援を行う病床 

               入院基本料 １４０４点（現在）⇒ ２６４９点（※） 

                  ※検査、投薬、注射等の点数を含む 

 

②後発医薬品使用体制加算（３）の取得 ３月からを予定 

   後発薬品の割合が７５％以上～８５％未満 

   収入見込み額 約１００万 （入院初日１回７７点）×１２９０回（入院患者） 

 

③整形外科の休日（日中）における救急受入れの運用開始（１月～） 

   非常勤医を確保し、休日の日中における救急搬送や直来患者の診察を行う 

     １月は 19日、２６日で実施。 

     ２日間で、救急搬送２件、直来３件 

   引き続き、周知を図っていく 
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